
北海道
青　森
岩　手
宮　城
秋　田
山　形
福　島
茨　城
栃　木
群　馬
埼　玉
千　葉
東　京
神奈川
新　潟
富　山
石　川
福　井
山　梨
長　野
岐　阜
静　岡
愛　知
三　重
滋　賀
京　都
大　阪
兵　庫
奈　良
和歌山
鳥　取
島　根
岡　山
広　島
山　口
徳　島
香　川
愛　媛
高　知
福　岡
佐　賀
長　崎
熊　本
大　分
宮　崎
鹿児島
沖　縄

060-0003
030-0813
020-0021
980-0011
010-0931
990-2339
960-8043
319-2205
320-0046
379-2153
330-0063
260-0854
190-0182
259-1332
950-0072
930-2226
920-0209
918-8016
409-3811
380-0936
500-8356
420-8601
460-0002
514-0003
520-0801
604-8424
569-1051
650-0012
630-8253
640-8281
680-0947
690-0886
700-0866
730-0017
753-0048
770-8008
760-0008
790-0003
783-0055
810-0001
840-0027
854-0063
861-8019
870-0844
880-0805
892-0816
901-1101

札幌市中央区北3条西7－5－1－2
青森市松原1－16－25
盛岡市中央通3－15－17
仙台市青葉区上杉2－4－46
秋田市川元山下町8－28
山形市成沢西4－9－32
福島市中町5－18
常陸大宮市宮の郷2153－23
宇都宮市西一の沢町8－22
前橋市上大島町182－20
さいたま市浦和区高砂1－14－13
千葉市中央区長洲1－15－7
西多摩郡日の出町平井2759
秦野市菖蒲317
新潟市中央区竜が島1－7－13
富山市八町6931
金沢市東蚊爪町1－23－1
福井市江端町20－1
中央市極楽寺1214
長野市岡田町30－16
岐阜市六条江東2－5－6
静岡市葵区追手町9－6
名古屋市中区丸の内3－5－16
津市桜橋1－104
大津市におの浜4－1－20
京都市中京区西ノ京樋ノ口町123
大阪府高槻市原1052－1
神戸市中央区北長狭通5－5－18
奈良市内侍原町6－1
和歌山市湊通丁南4－18
鳥取市湖山町西2－413
松江市母衣町55
岡山市北区岡南町2－5－10
広島市中区鉄砲町4－1
山口市駅通り2－4－17
徳島市西新浜町二丁目3番102号
高松市中野町23－2
松山市三番町4－4－1
南国市双葉台7－1
福岡市中央区天神3－10－25
佐賀市本庄町大字本庄278－4
諫早市貝津町1122－6
熊本市東区下南部2－1－55
大分市大字古国府字内山1337－20
宮崎市橘通東1－11－1
鹿児島市山下町9－15
島尻郡南風原町字大名95－1

（道庁西ビル2階）
（青森県森林組合会館内）
（岩手県森林組合会館内）
（宮城県森林組合会館内）
（秋田県森林組合会館内）

（福島県林業会館内）

（栃木林業会館内）
（県森連会館内）
（埼玉県林材会館内）
（千葉県森林会館内）

（新潟県木材会館内）
（林産物流通センター内）

（福井県林業総合センター内）

（長野県林業センタービル内）
（岐阜県木材協同組合連合会内）
（県庁西館9階）
（愛知県林業会館内）
（三重県林業会館内）
（滋賀県林業会館内）
（京都府林業会館内）
（大阪府森村組合）
（林業会館内）
（奈良県林業会館内）
（和歌山県林業会館内）

（島根県森林組合連合会館内）

（広島県土地改良会館3階）
（山口県林業会館内）
（徳島県森林組合連合会内）

（愛媛県林業会館内）
（高知県森林組合連合会内）
（フォレストルドルフ3階）
（佐賀県森林会館内）

（大分県林業会館内）
（林業会館内）
（鹿児島県林業会館内）

011（251）0683
017（723）2657-9
019（654）4411
022（225）5991-5
018（866）7421
023（688）8100
024（523）0255
0294（70）3620
028（637）1450
027（261）0615
048（822）5266
043（227）8231-4
042（588）7963
0463（88）6767
025（245）0733
076（434）1750
076（237）0121
0776（38）0345
055（273）0511
026（225）6080
058（271）9941
054（253）0195
052（961）9156
059（227）7355
077（522）4658
075（821）9277
072（698）0950
078（381）5425
0742（26）0541
073（424）4351
0857（28）0121-3
0852（21）6247
086（222）7671
082（228）5111
083（922）1955-7
088（676）2200
087（861）4352
089（941）0164
088（855）7050
092（712）2171-4
0952（23）4191
0957（27）1755
096（285）8688
097（545）3500
0985（25）5133
099（226）9471-9
098（888）0676

■その他の退職金共済制度については、下記へお問い合わせください。

林退共支部一覧表

TEL 03-6907-1234          http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
TEL 03-6731-2866          http://kentaikyo.taisyokukin.go.jp/
TEL 03-6731-2889          http://seitaikyo.taisyokukin.go.jp/

中小企業退職金共済事業本部
建設業退職金共済事業本部
清酒製造業退職金共済事業本部

支部名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

30． 7． 4,０００（Ｔ）

30.7.1 現在



林業 退職金共済手帳
（掛金助成用） 冊目 １ 冊目

平　成　　　　　　年　　　月　　　日
〒　　　－

（昭・平）　　　　年　　　月　　　日生年月日

被共済者
番 号

氏 名
フリガナ

被共済者
住 所

手帳交付
年 月 日

－り

〒170－8055　東京都豊島区東池袋1丁目24番1号
独立行政法人　勤労者退職金共済機構
林 業 退 職 金 共 済 事 業 本 部

電　話　0 3－6 7  3  1－2 8  8  7

（ 4 7 0 ）林業退職金共済契約者証

契約成立年月日

共済契約者の

住　所

名　称

共済契約者
番　　　号 り

殿

〒170－8055　東京都豊島区東池袋1の24の1
独立行政法人　勤労者退職金共済機構

林業退職金共済事業本部 

－

加入できる事業主
林業（育林業、素材生産業、山林種苗業等）を営む
方なら、専業・兼業を問わず加入できます。

対象となる従事者
●林業で働く方なら、作業種別にかかわりなく、ま
　た、月給制・日給制・出来高制にもかかわりなく
　すべての人が対象となります。
●いわゆる「一人親方」は、任意組合をつくれば対
　象となります。

ただし、「中小企業退職金共済法」に基づく中小企
業退職金共済制度、建設業退職金共済制度及び清
酒製造業退職金共済制度との従事者の重複加入は
できません。

請求するには
「退職金請求書」に必要事項を記
入し、必要な証明を受けた後、「共
済手帳」と必ず「住民票」を添えて
林退共支部へ提出してください。

退職金額は
掛金日額470円で始めた人の退職金
額については、右の表のとおりです。

受け取り方法は
退職金は、請求人が指定する金融
機関の普通預金口座への振り込み
による受け取りとなります。

Ⅲ. 掛金を納めるには
共済証紙の購入
この制度は、すべての林業の仕事に適用となりますので、従事者の
延べ就労人数と日数に応じて、最寄りの指定金融機関で「林業退
職金共済契約者証」を提示して「共済証紙」を購入してください。

共済証紙の貼り方
雇用している従事者に賃金を支払う都度（少なくとも月1回）、働
いた日数に応じた「共済証紙」を従事者の「共済手帳」に貼り、消
印をすることにより掛金を収めたことになります。

共済手帳の更新
共済手帳の証紙貼付欄に共済証紙を貼り終っ
たら、「証紙貼付満了による手帳更新申請書」
に必要事項を記入し、各都道府県にある林退共
支部へ新しい共済手帳の交付を申し込んでく
ださい。

取扱金融機関
農林中央金庫 本・支店
都市銀行（林退共の指定した銀行の本・支店）
地方銀行（林退共の指定した銀行の本・支店）
第二地方銀行（林退共の指定した銀行の本・支店）

Ⅰ. 加入するには
「共済契約申込書」及び「共済手
帳申込書」に必要事項を記入し
て、各都道府県にある林退共支
部へ申し込んでください。

※加入の手続きに関しての費用は、
　一切不要です。

Ⅱ. 加入すると
事業主には「林業退職金共済契約者証」、従事者には
「退職金共済手帳」が交付されます。

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年

15年

20年

25年

30年

35年

（24月）

（36月）

（48月）

（60月）

（72月）

（84月）

（96月）

（108月）

（120月）

（180月）

（240月）

（300月）

（360月）

（420月）

191,760

287,640

384,160

482,437

581,832

682,187

783,500

886,411

990,601

1,532,323

2,086,030

2,646,528

3,213,179

3,785,583

加入から退職金を受け取るまで

Ⅳ. 退職金を受け取るには
退職金は、共済手帳に貼り終わった共済証紙が24月（17日を
１ヶ月と換算）以上になって、林業関係の仕事をしなくなったと
きなどに、従事者またはその遺族からの請求により、その請求
人に直接支給されます。

事業主には 従事者には

1日券 470円

10日券 4,700円

金   額（円）年  数（月数）

林退共制度とは
林業に従事する人たちのために「中
小企業退職金共済法」により国が
作った制度です。
林業を営む事業主が、雇用している
従事者の共済手帳に働いた日数に
応じて掛金となる共済証紙を貼り、
その従事者が林業界で働くことを
やめたときに林退共から退職金を
支払うという、いわば「業界全体で
の退職金制度」です。

この制度の特長
  税法上の扱い
掛金は、法人では損金、個人企業
では必要経費として扱われます。
（法人税法施行令第135条第1号、
所得税法施行令第64条第2項）

（注）資本金または出資金が1億円を超え
る法人の法人事業税には、外形標準課税
が適用されますので、ご留意ください。

  国の補助
新たに加入した従事者（被共済
者）については、掛金の一部（初
回交付の共済手帳の62日分）が
免除されます。

  中退共制度等との移動
林退共制度の被共済者が他の退
職金共済制度（中退共、建退共、清
退共）の対象者になって移動したと
き、またはその反対である場合、掛
金を通算することができます。

  退職金は、事業所間を
  通算して計算
従事者の雇用事業主が変わって
も、それぞれの期間全てを通算し
て計算されます。 自治体等による掛金助成制度。

自治体等も林退共制度をサポートしています。
林退共制度に加入する事業所は、自治体等からも独自の助成が受けられます。助成金の
内容はそれぞれの自治体等で異なります（一部自治体では、未実施の場合もあります。）


